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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ 

弘前市実行委員会会則 

 

第１章　総則 

（名称） 

第１条　本会は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会（以下「実行委員会」

という。）と称する。 

（目的） 

第２条　実行委員会は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポにおいて、弘前市で開催される

競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必要な実行を行うことを目的と

する。 

（所掌事項） 

第３条　実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

（１）　競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

（２）　競技会の開催に係る実行に関すること。 

（３）　競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

（４）　競技会の開催及び実行のための経費に関すること。 

（５）　関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

（６）　その他、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章　組織 

（組織） 

第４条　実行委員会は、会長及び委員をもって組織する。 

２　委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）　弘前市を代表する者 

（２）　関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

（３）　その他会長が特に必要と認める者 

３　会長及び委員は、無報酬とする。 

（役員） 

第５条　実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。 

（１）　会長　　　　１名 

（２）　副会長　　若干名 

（３）　常任委員　３５名以内 

（４）　監事　　　　２名 

（役員の選任） 

第６条　会長は、弘前市長をもって充てる。 

２　副会長及び常任委員は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。 

３　監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 
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４　副会長、常任委員及び監事は、無報酬とする。 

（役員の職務） 

第７条　会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が

指名した副会長がその職務を代理する。 

３　常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第６項に掲げる事項を審議する。 

４　監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条　委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行委員

会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞ

れの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞任したものとみなし、その

後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。  

２　会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充するこ

とができる。 

３　会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会において報告する。 

（顧問及び参与） 

第９条　実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２　顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３　顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

４　参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

５　前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

６　顧問及び参与は、無報酬とする。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条　実行委員会に、次に掲げる会議を置く。 

（１）　総会 

（２）　常任委員会 

（３）　専門委員会 

（総会） 

第１１条　総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２　総会は必要に応じて会長が招集する。 

３　総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４　総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

（１）　競技会の開催に必要な方針に関すること。 

（２）　会則の制定及び改廃に関すること。 

（３）　事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）　予算及び決算に関すること。 
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（５）　常任委員会に委任する事項に関すること。 

（６）　その他重要な事項に関すること。 

５　総会は、委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することができない。ただし、総

会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、

又は書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席したものと

みなす。 

６　総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。）

の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

７　会長は必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。 

８　会長は、必要があると認めるときは、委員へ事前に送付した議案に対し書面をもって表

決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 

（常任委員会） 

第１２条　常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成する。 

２　委員長は、会長をもって充て、副委員長は、副会長をもって充てる。  

３　常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

４　常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

５　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ

委員長が指名した者がその職務を代理する。 

６　常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）　総会から委任された事項に関すること。 

（２）　専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任に関すること。 

（３）　総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

（４）　その他、委員長が必要と認める事項に関すること。 

７　前条第５項、第６項及び第８項の規定は、常任委員会において準用する。 

８　第８条の規定は、常任委員の任期等について準用する。 

９　常任委員会は、第６項の規定により審議し、決定した事項及び次条第２項の規定により

専門委員から報告があった事項を必要に応じて次の総会に報告するものとする。 

（専門委員会） 

第１３条　専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２　専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調査、審議し、その結

果を常任委員会に報告するものとする。 

３　前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に諮

り、会長が別に定める。 

４　第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

 

第４章　会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条　会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな
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いとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、これを専決処分するこ

とができる。 

２　会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、そ

の承認を得なければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条　実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２　事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章　財務及び会計 

（経費） 

第１６条　実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第１７条　実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査を経

て、総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１８条　実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２　実行委員会の財務及び会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章　解散 

（解散） 

第１９条　実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議決を経て解

散するものとする。 

２　実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分するものとす

る。  

 

第８章　補則 

（委任） 

第２０条　この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項は会長が別

に定める。 

 

附　則 

１　この会則は、令和４年８月２３日から施行する。 

２　実行委員会の令和４年度における会計年度は、第１８条第１項の規定にかかわらず、前

項に定める日から、令和５年３月３１日までとする。
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ 

弘前市実行委員会専門委員会規程 

（趣旨） 

第１条　この規程は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会会則（令和４年８月

２３日施行）第１３条第３項の規定に基づき、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行

委員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（名称等） 

第２条　専門委員会の名称及び青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会常任委員会

からの付託及び委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条　専門委員会に次の役員を置く。 

（１）委員長 １名 

（２）副委員長 若干名 

（役員の選任等） 

第４条　委員長及び副委員長は、専門委員のうちから青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市

実行委員会会長（以下「会長｣という。）が委嘱する。 

２　役員及び委員は、無報酬とする。 

（役員の職務） 

第５条　委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ委員

長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条　専門委員会は、必要に応じて委員長が召集する。 

２　専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

３　専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することはできない。ただ

し、専門委員会に出席することができない専門委員は、あらかじめ通知された事項について、

代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。この場合において、当該専門

委員は、出席したものとみなす。 

４　専門委員会の議事は、出席した専門委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わっ

た者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

５　委員長は、必要に応じて専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことがで

きる。 

（専門部会） 

第７条　専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的事項

について調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の部会委員は、会長が委嘱する。 
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３　第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。この場合において、これらの

条文中、「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、

「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み替える

ものとする。  

４　部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

（委任） 

第８条　この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、そ

れぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

 

附　則 

この規程は、令和５年２月１４日から施行する。 

 

 

 

別表（第２条関係） 

 名称 付託事項 委任事項

 総務企画専門委員会 １　総務企画及び財務に関すること。 

２　広報及び市民協働に関すること。 

３　観光及びおもてなしに関すること。 

４　他の専門委員会に属さない事項に関す

ること。

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること。

 競技式典専門委員会 １　競技に関すること。 

２　式典に関すること。 

３　施設に関すること。 

４　その他競技式典に関すること。

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること。

 宿泊衛生専門委員会 １　宿泊に関すること。 

２　医事及び衛生に関すること。 

３　その他宿泊衛生に関すること。

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること。

 輸送交通専門委員会 １　輸送及び交通に関すること。 

２　警備及び消防に関すること。 

３　その他輸送交通に関すること。

左記付託する事項の

うち、事業の実施に関

すること。

【別冊資料２】

7



【委員　9名】

◎委員長　１名 （順不同・敬称略）

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名

市関係 弘前市 都市整備部長 小山内　孝紀

○副委員長　１名

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名

輸送・交通関係 青森県タクシー協会弘前支部 事務局長 齊藤　淳

委員　７名

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名

輸送・交通関係 弘南バス株式会社 観光部長 加福　憲三

産業・経済関係 津軽地区建物管理事業協同組合 専務理事 田村　元盛

輸送・交通関係 東日本旅客鉄道株式会社秋田支社 弘前統括センター所長 田口　義則

輸送・交通関係 弘南鉄道株式会社 業務部長 中田　正志

輸送・交通関係 弘前交通安全協会 会長 小山　三千雄

医療・福祉関係 弘前地区消防事務組合 消防長 石岡　悟

国・県関係 弘前警察署 警備課長 阿部　裕

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会
輸送交通専門委員会名簿

【別冊資料３】

8



 

 

【別冊資料４】

9



 

 
 

【別冊資料４】

10



 

青の煌めきあおもり国スポ（第８０回国民スポーツ大会）競技会会期 

 

＜冬季大会＞ 

【スケート競技会・アイスホッケー競技会】 ◎：開始式・表彰式、●：競技 

 
【スキー競技会】 ◎：開始式・表彰式、●競技、◆：予備ラウンド 

 

式典・競技 会場地 会場

日程

 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8

 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

 
開始式

八戸市

八戸市公会堂
ＡＭ 
◎

 

表彰式

スケート ＹＳアリーナ八戸
ＰＭ 
◎

 
アイスホッケー ＹＳアリーナ八戸

ＰＭ 
◎

 

スケート

スピード ＹＳアリーナ八戸 ● ● ● ●

 
フィギュア ＦＬＡＴ ＨＡＣＨＩＮＯＨＥ ● ● ●

ＡＭ 
●

 ショート 
トラック

三沢市 三沢アイスアリーナ ● ●

 

アイスホッケー
八戸市

テクノルアイスパーク八戸・ 
ＦＬＡＴ ＨＡＣＨＩＮＯＨＥ

● ● ● ● ●

 三沢市 三沢アイスアリーナ ● ● ● ●

 

式典・競技 会場地 会場

日程

 2/14 2/15 2/16 2/17

 土 日 月 火

 
開始式

平川市 平川市文化センター

ＰＭ 
◎

 
表彰式

ＰＭ 
◎

 ジャイアントスラローム

大鰐町

大鰐温泉スキー場 ● ● ●

 
クロスカントリー

青森あじゃら 
クロスカントリーコース

● ● ●

 スペシャルジャンプ

鹿角市 花輪スキー場

●

 

コンバインド

ジャンプ ◆ ●

 
クロス 

カントリー
●
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開催準備経過 
 年 月 日 経 過 内 容

  
平成２７年 ９月１８日 

 
 
 

  １０月 ９日 
 
 

     １１月２０日 
 
 

平成２８年 １月１３日 
 
 

      ８月３１日 
 
平成２９年 ４月１９日 

 
 
 

      ５月２４日 
 
平成３０年 １月１５日 

 
 

７月１０日 
 

 ８月３０日 
 
 

１２月２１日 
 
 

 
令和 元年 ５月２８日 

～２９日 
 

６月１４日 
 

 
青森県知事が青森県議会（平成２７年９月定例会）の提出議案説明に

おいて、平成３７年に開催される第８０回国民体育大会本大会の本県招
致を表明 

 
青森県議会が「第８０回国民体育大会の招致に関する決議」を全会一

致で可決 
 
青森県知事、青森県教育長、公益財団法人青森県体育協会会長が、文

部科学省及び公益財団法人日本体育協会に開催要望書を提出 
 
公益財団法人日本体育協会理事会において、開催申請書提出順序の了

解（開催内々定） 
 
第８０回国民体育大会青森県準備委員会設立総会・第１回総会 

 
第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回常任委員会において、

第８０回国民体育大会会場地市町村第一次内定【体操（競技、新体操）、
ソフトボール、弓道、空手道、高等学校野球（硬式、軟式）】 

 
第８０回国民体育大会青森県準備委員会第２回総会 

 
第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回常任委員会において、

第８０回国民体育大会会場地市町村第二次内定【クレー射撃】 
 
第８０回国民体育大会青森県準備委員会第３回総会 
 
第８０回国民体育大会青森県準備委員会が第８０回国民スポーツ大会

青森県準備委員会に改称 
 

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回常任委員会におい
て、第８０回国民スポーツ大会会場地市町村第四次内定【体操（トラン
ポリン）】 

 
中央競技団体正規視察【高等学校野球】 
 
 
第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回常任委員会におい

て、第８０回国民スポーツ大会会場地市町村第五次内定【ライフル射撃

【別冊資料５】
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年 月 日 経 過 内 容

  
 

 
６月２６日 

 
 ７月 １日 

 
 ７月２６日 

 
７月２９日 

 
 ７月３０日 

 
８月２９日 

 
１１月 ６日 

 
令和 ２年 ６月 １日 

  
 

 ７月２２日 
 

９月２５日 
 

 
 
 

１０月 ８日 
 
 

１１月２０日 
 

令和 ３年 ２月 １日 
 
 
 

７月 ９日 
 
令和 ４年 ３月２３日 
 

（５０ｍ／１０ｍ・ＡＰ、ＢＰ・ＢＲ）】及びデモンストレーションスポ
ーツ会場地市町村第二次内定【マスターズ陸上競技】 

 
中央競技団体正規視察【弓道】 
 
中央競技団体正規視察【ソフトボール（弘前市分）】 
 
中央競技団体正規視察【クレー射撃】 
 
第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第４回総会 
 
中央競技団体正規視察【体操】 
 
中央競技団体正規視察【空手道】 
 
中央競技団体正規視察【ライフル射撃（弘前市分）】 
 
青森県知事、青森県教育庁、公益財団法人青森県スポーツ協会会長

が、文部科学省と公益財団法人日本スポーツ協会に開催申請書を提出 
 
第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第５回総会（書面決議） 
 
公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、鹿児島県及び公益財団

法人日本障がい者スポーツ協会の４者が鹿児島国体を令和５年度に開催
することを決定し、これにより第８０回国民スポーツ大会（冬季大会及
び本大会）を令和８年に一年延期することが決定 
 

公益財団法人日本スポーツ協会臨時理事会において、第８０回国民ス
ポーツ大会（冬季大会及び本大会）の開催地として青森県が内定 

 
第２５回全国障害者スポーツ大会青森県準備委員会第１回会議 

 
第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第９回常任委員会におい

て、第８０回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ会場地市
町村第四次内定【ビリヤード】 

 
第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第６回総会（書面決議） 

 
第２５回全国障害者スポーツ大会青森県準備委員会より会場地決定の

通知【フライングディスク、ボッチャ】 

【別冊資料５】
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年 月 日 経 過 内 容

  
４月 １日 

 
 

 ６月２７日 
 

 
７月２２日 

 
８月２３日 

 
       

１２月２１日 
 
 

 
 
令和 ５年 ２月１４日 

 
 

４月 １日 
  
 

４月２５日 
 

 7 月 ５日  
 
 

７月１０日 
 
 

７月１１日 
 
 
 

 
７月２０日 

 
 

 

 
弘前市健康こども部スポーツ振興課内に、国民スポーツ大会・全国障

害者スポーツ大会準備室を設置（専任職員３名） 
 

第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会設立発起人会を開催 

 
第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回総会 
 
第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市

準備委員会設立総会・第１回総会を開催 
 

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第１１回常任委員会にお
いて、ソフトボール（成年女子）の競技会場を、【弘前市運動公園野球
場、弘前市運動公園多目的運動場】から【弘前市運動公園野球場、岩木
山総合公園野球場】に変更  
 

第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会第１回常任委員会を開催 

 
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会準備室から国民スポーツ

大会・全国障害者スポーツ大会推進室へ名称変更 
 

中央競技団体正規視察【ライフル射撃（弘前市分）】 
 
 第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会第１回総務企画専門委員会を開催 
 
 第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会第１回宿泊衛生専門委員会を開催 
 

第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会第１回競技式典専門委員会を開催 

第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会第１回輸送交通専門委員会を開催 
 
 公益財団法人日本スポーツ協会理事会において、第８０回国民スポー
ツ大会の開催地を青森県に決定し、令和８年１０月１０日（土）～２０
日（火）の１１日間とする会期の決定が承認され、同決定をもって第２
５回全国障害者スポーツ大会の青森県開催も決定 

【別冊資料５】
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年 月 日 経 過 内 容

 ８月１８日 
 
 
 
 
 

８月３１日 
 
 

９月２０日 
 

 
 

１２月８日 
 
 

令和 ６年 ２月 ５日 
 
 
 
 

２月１３日 
 
 
 
 

３月 ５日 
 
 
 
 

 
 

５月２８日 
 
 

５月３１日 
 
 

 

第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会第２回常任委員会を開催 
 第８０回国民スポーツ大会・第２５回全国障害者スポーツ大会弘前市
準備委員会第２回総会及び青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実
行委員会第１回総会を開催 
 

第８０回国民スポーツ大会青森県準備委員会第７回総会 
 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第１回総会 
 

第２５回全国障害者スポーツ大会の会期を令和８年１０月２３日
（金）～２６日（月）の４日間とする旨文部科学省およびパラスポーツ
協会の承認を得て決定 

 
公益財団法人日本スポーツ協会第３回理事会において青の煌めきあお

もり国スポ競技会会期が決定 
 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第１回総務企画
専門委員会を開催 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第１回宿泊衛生
専門委員会を開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第１回競技式典 
専門委員会を開催 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第１回輸送交通 
専門委員会を開催 
 

令和５年度日本スポーツ協会第４回国スポ委員会において体操（トラ
ンポリン）の会場を【青森県武道館】から【岩木山総合公園体育館】に
変更 

令和５年度日本スポーツ協会第４回国スポ委員会においてデモンスト
レーションスポーツ ビリヤードの会場名を【弘前朝日会館マンハッタ
ンクラブ】から【朝日会館マンハッタンクラブ】に変更 
 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第２回総会・ 
第１回常任委員会合同会議を開催 

 
青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会１４回競技運営専門委

員会において競技別リハーサル大会を決定 
青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会１４回競技運営専門委

員会においてデモンストレーションスポーツ競技会会期を決定 

【別冊資料５】
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年 月 日 経 過 内 容

 ６月 ４日 
 
 
 

７月２９日 
 

８月２０日 
 
 

８月２６日 
 
 

９月 ５日 
 
 

１０月１６日 
 
 
 

１２月１２日 
 
 
 
 

１２月２０日 
 

 
 

令和 ７年 ２月 ４日 
 
 
 
 

２月 ６日 
 
 
 
 

３月 ４日 
 

（公財）日本スポーツ協会令和６年度第１回国民スポーツ大会委員会
において、岩木山総合運動公園野球場で開催されるソフトボールの競技
会日程を変更 
 
 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第２回総会 
 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第２回総務企画
専門委員会を開催 
 
 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会から青の煌めきあおも
り国スポ競技別リハーサル大会（空手道）競技日程変更承認通知書受理 

 
青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第２回宿泊衛生

専門委員会を書面開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会から青の煌めきあおも
り国スポ競技別リハーサル大会（トランポリン）競技日程変更承認通知
書受理 

 
公益財団法人日本スポーツ協会令和６年度第３回国民スポーツ大会委

員会において、青の煌めきあおもり国スポの総合開・閉会式会場が屋外
会場の「カクヒログループアスレチックスタジアム」から、屋内会場の
「マエダアリーナ」に変更 

 
 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第２回全国障害者スポ
ーツ大会専門委員会において、青の煌めきあおもり障スポ競技別会期の
決定 
 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第２回競技式典 
専門委員会を開催 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第２回輸送交通
専門委員会を開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第３回総務企画
専門委員会を開催 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第３回宿泊衛生
専門委員会を開催 

 
（公財）日本スポーツ協会令和６年度第４回国民スポーツ大会委員会

において、クレー射撃競技日程を変更 
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年 月 日 経 過 内 容

 ３月 ７日 
 
 
 

５月２１日 
 
 

５月３０日 
～６月 １日 

 
６月 ８日 

 
 

６月２８日 
～２９日 

 
７月２０日 

～２１日 
 

７月２９日 
 

９月 ５日 
～７日 

 
 

９月２０日 
～２３日

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会から青の煌めきあおも
り国スポ競技別リハーサル大会（ソフトボール、ライフル射撃、クレー
射撃）大会名変更承認通知書受理 

 
青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会第３回総会・第

２回常任委員会合同会議を開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ競技別リハーサル大会【弓道】（第７２回全
日本勤労者弓道選手権大会）を開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ競技別リハーサル大会【空手道】（第５１回
青森県少年空手道大会）を開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ競技別リハーサル大会【トランポリン】（第
３９回東北トランポリン競技選手権大会）を開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ競技別リハーサル大会【クレー射撃】（2025
年度夏季本部公式大会②弘前）を開催 
 
 青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会第３回総会 
 

青の煌めきあおもり国スポ競技別リハーサル大会【ライフル射撃】
（2025 年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会 兼 全国ジュニア
スポーツ射撃競技大会）を開催 
 

青の煌めきあおもり国スポ競技別リハーサル大会【ソフトボール】（皇
后盃第７７回全日本総合女子ソフトボール選手権大会）を開催 
 

【別冊資料５】

17



 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ 

弘前市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）進捗状況 

 

１　概要 

　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市開催推進総合年次計画で規定している年次計

画で規定している年次計画（年度別業務一覧）の変更は以下のとおりである。 

 

２　変更内容 

　総務企画専門委員会 

　①総務企画 

　②財務 

　④市民協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更前

2021 2022 2023 2024 2025 2026

年度 令和3年度（5年前）
三重県（中止）

令和4年度（4年前）
栃木県

令和5年度（3年前）
鹿児島県

令和6年度（2年前）
佐賀県

令和7年度（1年前）
滋賀県

令和8年度（開催年）

総
務
企
画
専
門
委
員
会

①総務企画
②財務

第
80
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
25
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

第
5
回
実
行
委
員
会
総
会
（
解
散
総
会
）　　
大
会
決
算
書　　　
大
会
報
告
書

④市民協働

県準備委員会との

連絡調整

県実行委員会との

連絡調整

開催推進総合計画

策定・進捗管理

大会運営

ガイドライン策定

大会実施本部

運営マニュアル作成

企業協賛取扱

要項策定
協賛の推進

リハーサル大会

開催経費検討

リハーサル大会

予算編成

リハーサル大会

予算執行・決算

開催経費検討
開催経費

予算編成

開催経費

予算執行・決算

識別用品

整備要項策定

リハーサル大会用

識別用品整備
識別用品整備

遺失物・拾得物

取扱要項制定

リハーサル大会遺失

物・拾得物取扱実施

遺失物・拾得物

取扱実施

保険加入要項策定 リハーサル大会 保険加入

市民協働

基本計画策定
市民協働の推進大会活性化プラン

ボランティア募集

要項策定

リハーサル大会ボラン

ティア業務計画策定

ボランティア募集

ボランティア

業務計画策定

ボランティア募集・

研修会開催

リハーサル大会ボラ

ンティア配置

ボランティア配置
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変更後

2021 2022 2023 2024 2025 2026

年度 令和3年度（5年前）
三重県（中止）

令和4年度（4年前）
栃木県

令和5年度（3年前）
鹿児島県

令和6年度（2年前）
佐賀県

令和7年度（1年前）
滋賀県

令和8年度（開催年）

総
務
企
画
専
門
委
員
会

①総務企画
②財務

第
80
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
25
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

第
5
回
実
行
委
員
会
総
会
（
解
散
総
会
）　　
大
会
決
算
書　　　
大
会
報
告
書

④市民協働

県準備委員会との

連絡調整

県実行委員会との

連絡調整

開催推進総合計画

策定・進捗管理

企業協賛取扱

要項策定
協賛の推進

リハーサル大会

開催経費検討

リハーサル大会

予算編成

リハーサル大会

予算執行・決算

開催経費検討
開催経費

予算編成

開催経費

予算執行・決算

識別用品

整備要項策定

リハーサル大会用

識別用品整備
識別用品整備

遺失物・拾得物

取扱要項制定

リハーサル大会遺失

物・拾得物取扱実施

遺失物・拾得物

取扱実施

保険加入要項策定 リハーサル大会 保険加入

市民協働

基本計画策定
市民協働の推進大会活性化プラン

ボランティア募集

要項策定
ボランティア募集 ボランティア募集

リハーサル大会ボラ

ンティア配置

ボランティア配置・

研修会開催
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市開催推進総合年次計画（年度別業務一覧）進捗状況

2021 2022 2023 2024 2025

令和3年度（5年前）
三重県（中止）

令和4年度（4年前）
栃木県

令和5年度（3年前）
鹿児島県

令和6年度（2年前）
佐賀県

令和7年度（1年前）
滋賀県

①総務企画
②財務

③広報

④市民協働

⑤観光・
　おもてなし

2026

令和8年度（開催年）

市体制・主要行事

準備組織

年度

第
8
0
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
2
5
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

第
5
回
実
行
委
員
会
総
会
（
解
散
総
会
）　
　

大
会
決
算
書　
　
　

大
会
報
告
書

総
務
企
画
専
門
委
員
会

国スポ・障スポ

準備室設置

準備委員会設立

日本スポーツ協会・

文部科学省総合観察

大会開催・会期決定

実行委員会へ移行

リハーサル大会

実施本部設置

第80回国民スポーツ

大会開催

第25回全国障害者

スポーツ大会開催

中央競技団体

最終観察

リハーサル大会開催

準備委員会

設立発起人会開催

準備委員会

設立総会・第1回総会

準備委員会第2回総

会・実行委員会第1

回総会開催

実行委員会

第2回総会開催

実行委員会

第3回総会開催

実行委員会

第4回総会開催

常任委員会開催

総務企画専門委員会

設置・開催

競技式典専門委員会

設置・開催

宿泊衛生専門委員会

設置・開催

輸送交通専門委員会

設置・開催

実施本部設置庁内推進本部設置

県準備委員会との

連絡調整

県実行委員会との

連絡調整

開催推進総合計画

策定・進捗管理

企業協賛取扱

要項策定
協賛の推進

リハーサル大会

開催経費検討

リハーサル大会

予算編成

リハーサル大会

予算執行・決算

開催経費検討
開催経費

予算編成

開催経費

予算執行・決算

識別用品

整備要項策定

リハーサル大会用

識別用品整備
識別用品整備

遺失物・拾得物

取扱要項制定

リハーサル大会遺失

物・拾得物取扱実施

遺失物・拾得物

取扱実施

保険加入要項策定 リハーサル大会 保険加入

広報基本計画策定

広報啓発活動の推進
実行委員会ホーム

ページ開設・運営

大会報告書編成

方針決定
大会報告書作成

観光・おもてなし

基本計画策定

市民協働

基本計画策定 市民協働の推進

ボランティア募集

要項策定
ボランティア募集 ボランティア募集

リハーサル大会ボラ

ンティア配置

ボランティア配置・

研修会開催

大会活性化プラン

案内所及び休憩所等

設置運営要項策定

売店設置要項策定

ガイドブック・観光

ガイドマップ配布

リハーサル大会

案内所及び休憩所等

設置

ガイドブック・観光

ガイドマップ作成

リハーサル大会

売店設置

リハーサル大会

歓迎装飾実施

案内所及び休憩所等

設置

売店設置

歓迎装飾実施

大会活性化プラン
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2021 2022 2023 2024 2025

令和3年度（5年前）
三重県（中止）

令和4年度（4年前）
栃木県

令和5年度（3年前）
鹿児島県

令和6年度（2年前）
佐賀県

令和7年度（1年前）
滋賀県

2026

令和8年度（開催年）
年度

①競技

②式典

③施設

①宿泊

②医事・衛生

①輸送・交通

①警備・消防

競
技
式
典
専
門
委
員
会

宿
泊
衛
生
専
門
委
員
会

輸
送
交
通
専
門
委
員
会

第
8
0
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
2
5
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
開
催

第
５
回
実
行
委
員
会
総
会
（
解
散
総
会
）　
　

大
会
決
算
書　
　
　

大
会
報
告
書

競技運営

基本計画策定
競技別実施計画策定 競技別実施要項策定

競技別

プログラム作成

競技用具整備

競技役員等編成

決定・委嘱

競技会係員・補助員

編成決定・養成

競技会係員・補助員

の委嘱

リハーサル大会開催

基準要項策定

競技別リハーサル大

会実施要項作成

デモスポ

実施要項策定
デモスポ実施

情報通信業務

実施要領策定

臨時通信施設

架設設置

式典基本計画策定 式典実施要項作成
各競技会

開始式・表彰式実施

施設整備

基本計画策定

リハーサル大会会場

設営仕様書作成
リハーサル大会

会場設営

競技施設整備の実施

会場設営仕様書作成 会場設営

仮配宿

シミュレーション

宿泊基本計画策定 宿泊要項作成 宿泊本部設置

配宿実施

リハ大会

弁当調達実施
弁当調達実施

医事・衛生

基本計画策定

医療救護要項策定

食品衛生

対策要項策定

環境衛生

対策要項策定

医療救護実施

マニュアル策定

リハーサル大会救護

所設置計画策定

救護所設置計画策定

救護所設置

リハーサル大会

救護所設置

食品衛生対策実施

マニュアル策定

環境衛生対策実施

マニュアル策定

廃棄物処理計画策定 廃棄物処理実施

医事衛生本部設置

輸送・交通

基本計画策定

計画輸送

シミュレーション

輸送計画調査

輸送本部設置

警備・消防

基本計画策定

リハーサル大会

警備・消防計画策定

警備・消防計画策定

リハーサル大会

警備・消防本部設置

警備・消防

本部設置

リハーサル大会

実施検討

競技用具

整備計画策定調査

競技役員等

編成（案）検討

競技会係員・補助員

編成（案）検討

デモスポ

開催競技選定【県】

駐車場等調査

輸送計画作成

リハ大会

輸送計画作成

リハ大会

輸送計画実施

輸送・交通

実施要項策定

警備・消防業務

実施要項策定

情報通信

基本計画策定

弁当調達要項策定

競技運営

基本計画策定
競技別実施計画策定 競技別実施要項策定

競技別

プログラム作成

競技用具整備

競技役員等編成

決定・委嘱

競技会係員・補助員

編成決定・養成

競技会係員・補助員

の委嘱

リハーサル大会開催

基準要項策定

競技別リハーサル大

会実施要項作成

デモスポ

実施要項策定
デモスポ実施

情報通信業務

実施要項策定

臨時通信施設

架設設置

式典基本計画策定 式典実施要項作成
各競技会

開始式・表彰式実施

施設整備

基本計画策定

リハーサル大会会場

設営仕様書作成
リハーサル大会

会場設営

競技施設整備の実施

会場設営仕様書作成 会場設営

仮配宿

シミュレーション

宿泊基本計画策定 宿泊要項作成 宿泊本部設置

配宿実施

リハ大会

弁当調達実施
弁当調達実施

医事・衛生

基本計画策定

医療救護要項策定

食品衛生

対策要項策定

環境衛生

対策要項策定

医療救護実施

マニュアル策定

リハーサル大会救護

所設置計画策定

救護所設置計画策定

救護所設置

リハーサル大会

救護所設置

食品衛生対策実施

マニュアル策定

環境衛生対策実施

マニュアル策定

廃棄物処理計画策定 廃棄物処理実施

医事衛生本部設置

輸送・交通

基本計画策定

計画輸送

シミュレーション

輸送計画調査

輸送本部設置

警備・消防

基本計画策定

リハーサル大会

警備・消防計画策定

警備・消防計画策定

リハーサル大会

警備・消防本部設置

警備・消防

本部設置

リハーサル大会

実施検討

競技用具

整備計画策定調査

競技役員等

編成（案）検討

競技会係員・補助員

編成（案）検討

デモスポ

開催競技選定【県】

駐車場等調査

輸送計画作成

リハ大会

輸送計画作成

リハ大会

輸送計画実施

輸送・交通

実施要項策定

警備・消防業務

実施要項策定

情報通信

基本計画策定

弁当調達要項策定
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市輸送・交通基本計画 

 

１ 目的 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ（以下、「大会」という。）に参加する選手・監督、

役員、視察員、報道員及びその他の関係者（以下、「大会参加者」という。）並びに一般

観覧者の輸送交通については、「弘前市開催推進総合計画」に基づき、本市の交通事情を

勘案し、交通事業者その他関係機関と緊密に連携し、安全かつ効率的で確実な輸送手段

の確保に努めるとともに、公共交通機関の利用を促進するなど、交通混雑の緩和と環境

に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。  

  

２ 内容  

（１）輸送対策  

ア 全国輸送 

輸送に当たっては、既存の公共交通機関を利用し、料金は原則として自己負担とす

る。また、各都道府県出発地から宿泊地までは基本的に自由集合・自由解散とする。 

イ 会場地等輸送  

競技会場、練習会場又は宿泊施設への輸送の場合において、公共交通機関の状況や

競技の特殊性等から必要と認めるときは、指定集合地を設けたうえで、計画輸送を

行う。  

ウ 競技共催市町村間の輸送  

他市町村と共催で行う競技に係る競技関係者の輸送については、当該市町村と協

議のうえ、別に定める。 

 

（２）交通対策  

ア 交通規制  

大会参加者関係車両の安全かつ円滑な運行を図るとともに、一般交通に与える影

響を最小限にとどめるため、所轄警察署その他関係機関と協議のうえ、必要に応じて

交通規制等の対策を講じる。  

イ 交通の整理誘導  

大会参加者関係車両、一般観覧者車両及び歩行者の安全確保を図り、目的地に迅速

に到着させるため、競技会場及び練習会場の周辺道路に案内標識を掲出するとともに、

必要に応じて整理誘導員を配置する。 

 

（３）駐車場対策  

ア 駐車場の確保 

駐車場は、競技会場及び練習会場並びにその周辺における確保に努め、必要に応じ
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て駐車場整理員を配置し、駐車場が遠隔地になるときは必要な措置を講じる。 

イ 駐車場の利用 

大会参加者関係車両の駐車場の利用は、運営上必要と認められるものに限定し、一

般車両（一般観覧者車両を含む。）と容易に区別できるよう必要な措置を講じる。 

また、一般観覧者については、自家用車での来場自粛を積極的に呼び掛け、駐車場

の利用を最小限にとどめる。 

 

（４）環境への配慮 

大会期間中における環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和を図るため、公共交通機

関等の積極的な利用と自家用車の利用自粛等の啓発に努める。 
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青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市輸送・交通業務実施要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ（以下「大会」という。）弘前

市輸送・交通基本計画に基づき、大会における輸送・交通業務の実施について、

万全を期するため必要な事項を定める。 

      

２ 実施方法 

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ弘前市実行委員会（以下「市実行委員会」

という。）は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員

会」という）と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て輸送・

交通業務を実施する。 

 

３ 輸送・交通業務の一般的事項 

(1) 輸送対象者 

  輸送の対象者は次のとおりとする。 

ア 弘前市で開催される競技会に参加する大会参加者 

(ｱ) 選手・監督 

(ｲ) 競技役員、競技補助員 

(ｳ) 競技会役員、競技会係員、競技会補助員 

(ｴ) 報道関係者、視察員 

(ｵ) 上記のほか、実行委員会が必要と認めた者 

イ 一般観覧者 

(2) 輸送・交通業務の実施期間 

輸送・交通業務の実施期間は、原則として、公式練習日を含む各競技会の会

期中とする。ただし、特別な事情があると認められる場合はこの限りではない。 

(3) 輸送・交通業務の範囲 

ア 輸送・交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎その

他関連諸行事の会場等（以下「競技会場等」という。）の相互間とする。 

   イ 輸送については、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交

通機関による輸送が困難な場合及び競技の実施に著しく支障がある場合は、

計画輸送を行う。 

   ウ 計画輸送は、原則として当該輸送・交通業務の範囲が近距離（概ね２キ

ロメートル未満をいう。）の場合は行わない。 

 

４ 輸送・交通業務の内容 

(1) 輸送業務の内容 

ア 輸送計画の作成 

競技団体及び関係機関等の協力を得て、輸送対象者、発着場所、発着時

刻等を内容とする輸送計画を作成する。 

イ 指定集合地の設定 

輸送の効率化を図るため、必要に応じて競技団体及び関係機関等と協議
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のうえ、指定集合地を設定する。 

ウ 輸送経路の設定 

参加人員、時間帯等を考慮し、競技団体及び関係機関等と協議のうえ、

輸送経路を設定する。 

エ 輸送案内 

必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、競技会場等への案内を行う。 

オ 広域配宿における輸送 

広域配宿によって弘前市以外に所在する旅館等を宿舎として利用する必

要が生じた場合は、当該選手・監督及び役員等の輸送を実施する。 

カ 同一競技が２市町以上で行われる場合の輸送 

同一競技が弘前市と弘前市以外の会場地で行われる場合、関係会場地実

行委員会と協議のうえ、必要に応じて輸送を実施する。 

キ 一般観覧者の輸送 

一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため、関係機関等の協

力を得て、必要な措置を講じる。 

ク バス・タクシー乗降所の設置及び係員の配置 

競技会場等内のバス・タクシーの発着場所に、輸送対象者の利便と安全

を図るため、乗降所を設置し、必要に応じて係員を配置する。 

ケ 全国輸送との連携 

(ア) 指定下車駅等の設定 

県実行委員会と協議のうえ、選手・監督及び役員等の下車駅等を、宿

泊地の最寄りの駅等から１か所以上設定する。 

(イ) 指定下車駅等からの輸送 

指定下車駅等と宿舎の相互間の輸送については、原則として公共交通

機関等を利用した自主移動とする。ただし、移動距離及び道路交通事情

を勘案し、必要に応じて輸送を実施する。 

   コ 学校観戦の輸送 

     市実行委員会は、各競技の学校観戦について、事前に市内学校に調査等

を行い、競技会場から２キロメートル未満の場合は徒歩、２キロメートル

以上の場合は必要に応じて、関係機関等の協力を得て必要な措置を講じる。 

(2) 輸送力の確保 

ア 臨時バスの運行等 

必要と認められる場合には、関係機関等に対して、臨時バスの運行、バ

ス路線の変更及び停留所の臨時設置等を要請するとともに、必要な措置を

講じる。 

イ 臨時電車の運行等 

必要と認められる場合には、関係機関等に対して、臨時電車の運行を要

請するとともに、必要な措置を講じる。 

ウ 車両の確保 

計画輸送に使用する車両については、借上げバス・タクシー等とし、関

係機関等の協力を得て、必要台数を市実行委員会が確保する。 

エ 予備車の確保 
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市実行委員会は、大会期間中、予備車を準備して緊急時に備える。 

(3) 交通業務の内容 

ア 交通規制 

各競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署等の協力を得て、

必要に応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。 

イ 案内・誘導 

輸送対象者を安全で正確かつ迅速に目的地へ誘導するため、必要に応じ

て、主要道路、競技会場及びその周辺並びに駐車場等に案内・誘導看板等

を設置する。 

ウ 交通整理 

輸送対象者の通行の安全及び競技会場周辺の混雑防止のため、必要な箇

所に係員を配置し、交通の整理や誘導を実施する。 

エ 路上駐車の防止 

交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、所轄警

察署の協力を得て、必要に応じて競技会場周辺等を巡回し対応する。 

オ 指定駐車場の確保及び開設 

輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、関係機関等の協力を得て、指

定駐車場の確保に努める。なお、指定駐車場と競技会場が遠隔地となる場

合は、シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

カ 指定駐車場の管理及び運営 

事故防止のため、指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行う。 

キ 駐車許可証の交付 

利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場を利用する人に対して、

事前に駐車許可証を交付し、許可車両であることを確認することにより適

切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。 

ク 交通環境整備 

大会期間中の環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和のため、輸送対象者

に対して公共交通機関の利用の促進及び自家用車での来場自粛を働きかけ

る。また、市民等に対しても、渋滞の原因となる路上駐車の防止及び自家

用車利用の自粛等の啓発を行う。 

ケ 道路機能の保全 

大会関係車両の通行が予想される道路の破損箇所の補修など必要な保全

対策及び大会期間中に交通渋滞が予想される道路や競技会場等周辺の道路

工事の計画的な実施について、道路管理者へ協力を求める。 

 

５ その他 

(1) この要項に定めるもののほか、輸送・交通業務の実施に関して必要な事項は

事務局長が別に定める。 

(2) 競技別リハーサル大会における輸送・交通業務の実施についても、必要に応

じてこの要項を準用する。 

(3) 青の煌めきあおもり障スポにおける輸送・交通業務については、県実行委員

会が主体となって実施する。 
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